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＜制度の内容＞

同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いるなど、世帯における１か月の

自己負担額の合計が一定の基準額を超えた場合に申請すると超えた金額が払い戻しされま

す。

＜世帯の範囲＞

＜合算の対象となるサービス利用料＞

＜支給される償還額＞

世帯におけるひと月の利用者負担額の合計と基準額（３７，２００円）との差額が支給さ

れます。

※ 次の場合には、受給者証に記載された利用者負担上限月額のうち、高いほうの額が基準

額となります。

① １人の方が２つ以上のサービスを利用している場合

② 障がい児のきょうだいがそれぞれサービスを利用している場合

種別 世帯の具体的な範囲

１８歳以上の障がい者

（施設に入所する１８，１９歳は除く）

障がいのある方（本人）とその配偶者

１８歳未満の障がい児

（施設に入所する１８、１９歳を含む）

保護者の属する住民基本台帳での世帯

合算対象となるサービス利用料 主なサービスの内容

障害福祉サービスの利用者負担額 居宅介護、短期入所、生活介護、就労継続支

援（Ａ型・Ｂ型）など

障害児通所（入所）サービスの利用者

負担額

児童発達支援、放課後等デイサービスなど

補装具費の利用者負担額 車いす、装具、補聴器など

介護保険サービスの利用者負担額 訪問介護、通所介護、通所リハビリなど

∼障害福祉サービス等の利用者負担額がある方へ∼

高額障害福祉サービス等給付費（サービス利用料の償還）のご案内
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＜償還される事例＞ ※この事例以外にも対象となる場合があります。

◆例１：１人の方が障害福祉サービスと介護保険サービスを利用している場合

（基準額＝３７，２００円）

Ａさん 障害福祉サービス 利用者負担月額：２０，０００円

Ａさん 介護保険サービス 利用者負担月額：３０，０００円

世帯の利用者負担月額の合計

２０，０００円＋３０，０００円＝５０，０００円

償還される金額

５０，０００円－３７，２００円＝１２，８００円

◆例２：世帯内に障害福祉サービスを利用している人が複数いる場合

（基準額＝３７，２００円）

Ａさん 障害福祉サービス 利用者負担月額：２０，０００円

Ｂさん 障害福祉サービス 利用者負担月額：３０，０００円

世帯の利用者負担月額の合計

２０，０００円＋３０，０００円＝５０，０００円

償還される金額

５０，０００円－３７，２００円＝１２，８００円

◆例３：１人の障がい児が、障害福祉サービスと障害児通所サービスを利用している場合

（基準額＝４，６００円）

Ａさん 障害福祉サービス 利用者負担月額：４，６００円

Ａさん 障害児通所サービス 利用者負担月額：３，０００円

世帯の利用者負担月額の合計

４，６００円＋３，０００円＝７，６００円

償還される金額

７，６００円－４，６００円＝３，０００円
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◆例４：障がい児のきょうだいが、障害福祉サービスと障害児通所サービスを利用している場合

（基準額＝４，６００円）（補装具の支給なし）

Ａさん 障害福祉サービス 利用者負担月額：４，６００円

障害児通所サービス 利用者負担月額：３，０００円

Ｂさん 障害児通所サービス 利用者負担月額：３，０００円

世帯の利用者負担月額の合計

４，６００円＋３，０００円＋３，０００円＝１０，６００円

償還される金額

１０，６００円－４，６００円＝６，０００円

◆例５：障がい児のきょうだいが、障害福祉サービスと障害児通所サービスを利用している場合

（基準額＝３７，２００円）（補装具の支給あり）

※補装具の支給のある月は補装具費の上限額が適用されます。

Ａさん 障害福祉サービス 利用者負担月額：４，６００円

Ａさん 障害児通所サービス 利用者負担月額：３，０００円

Ｂさん 障害児通所サービス 利用者負担月額：３，０００円

Ｂさん 補装具費の支給 利用者負担月額：３０，０００円

世帯の利用者負担月額の合計

４，６００円＋３，０００円＋３，０００円＋３０，０００円＝４０，６００円

償還される金額

４０，６００円－３７，２００円＝３，４００円



- 4 -

＜手続きについて＞

福祉課またはこども課に、次のものを持参し申請してください。申請内容を審査させてい

ただき、おおむね１～２か月後に指定された口座へ振り込みます。

【持参していただくもの】

①預貯金通帳（※１）

②領収書（※２）

③マイナンバーが確認できるもの（※３）

④身元確認ができるもの（マイナンバーカード、障がい者手帳、運転免許証など）

⑤受給者証

⑥補装具費支給決定通知書

⑦高額介護サービス費支給決定通知書（※４）

※１ 支給対象が 18 歳未満の児童の場合には、保護者のものをご用意ください。

※２ 領収書がない場合は、利用事業者に再発行を依頼するか領収証明書を発行しても

らってください。

※３ 18 歳未満の児童の場合には、児童と保護者の個人番号がわかるものをご用意くだ

さい。

※４ 介護保険法による高額介護サービス費の支給を受けている場合に必要です。

＜注意点＞

● 地域生活支援事業（日中一時支援事業等）は対象となりません。

● 介護保険サービスの利用者負担額は、高額介護サービス費等により償還された費用は含

みません。

● 利用１割負担額以外の実費負担額は含みません。

● 利用者負担額として払った額の確認ができない分については、利用者負担額の合計に含

みません。

＜お問合せ＞

常滑市福祉課・こども課

住所 常滑市飛香台３丁目３番地の５

電話 ０５６９－３５－５１１１（代表）


